
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

不動産公売スケジュール 

公 売 方 法 期間入札 

入 札 

期 日 

令和７年９月１６日（火）から令和７年９月１８日

（木）まで 

時 間 各日 午前９時００分から午後４時００分まで 

場 所 八代市役所本庁舎１階 納税課（８番窓口） 

開 札 

日 時 令和７年９月２５日（木） 午前 10時００分から 

場 所 八代市役所本庁舎３階３０３会議室 

売却決定 

日 時 令和７年１０月１６日（木） 午前１１時００分から 

場 所 八代市役所本庁舎１階 103会議室 

買受代金納付期限 令和７年１０月１６日（木）正午 

 

八代市松江城町１番２５号 

八代市財務部納税課 

TEL : ０９６５－３３－４１０９ 

E-mail : nouzei@city.yatsushiro.lg.jp 

  

不動産公売広報 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

公売のしおり 
 

 

 

入札 

期日 令和７年９月１６日（火）～９月１８日（木） 

時間 各日 午前９時００分～午後４時００分 

場所 八代市役所本庁舎１階 納税課（８番窓口） 

 

開札 

期日 令和７年９月２５日（木） 

時間 午前１０時００分～ 

場所 八代市役所本庁舎３階３０３会議室 
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公売に参加される皆様へ 

1  公売には原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加する
ことができます。ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができ
ません。 
（1）買受人の制限（国税徴収法第92条）、公売実施の適正化のための措置（国税

徴収法第108条）等、法令の規定により買受人となることができない者 
（2）公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に 

これらの資格等を有しない者 
 

2  公売の手続きは、2ページ以降の公売参加の手引きをご覧ください。 
 
3  公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況、不動産登記事項証明書等を

ご確認してください。 
 
4 不動産公売に参加される前に、公売保証金の納付が必要となります。 

不動産公売入札に関わる概要は、八代市公式ホームページで案内しております。 
入札に必要な書類を事前に下記の八代市ホームページからダウンロードして下

さい。 
★【八代市公式ホームページ】 https://www.city.yatsushiro.lg.jp/ 

 
5 滞納税の完納等により公売を中止する場合がありますので、事前に必ず八代市役

所財務部納税課にご確認ください。 
 
6 その他ご不明な点は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。 
 

 
問い合わせ先 
〒866-8601 熊本県八代市松江城町 1-25 1階（8番窓口） 
八代市財務部納税課 
TEL 0965-33-4109 
E-mail nouzei@city.yatsushiro.lg.jp 

https://www.city.yatsushiro.lg.jp/
mailto:nouzei@city.yatsushiro.lg.jp
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公売参加の手引き 

1 期間入札による公売の概要 
この制度は、差押財産の公売にあたり、八代市長において入札期間を定め、その

期間内に、入札会場に来場して入札する方法、又は郵送による方法により入札を受

付け、開札期日に開札を行って最高価申込者を決定の上、売却するものです。 

 

2 公売参加資格 

公売には原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加する

ことができます。ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができま

せん。 

(1) 買受人の制限（国税徴収法第92条）、公売実施の適正化のための措置（国税

徴収法第108条）等、法令の規定により買受人となることができない者 

(2) 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合にこ

れらの資格等を有しない者 

 
3 入札に必要なもの 

(1) 公売保証金（銀行振込または現金持参。現金持参の場合は、肥後銀行八代市

役所支店または会計課（9番窓口）にて納付していただきます。納税課にて納

付書を発行しますので、売却区分番号をお申し出ください。） 

(2) 入札書 

(3) 入札書提出用封筒 

(4) 郵送用封筒（郵送の場合） 

(5) 陳述書 暴力団員等に該当しない旨の書面 

(6) 公売保証金提出書兼払渡請求書 

(7) 共同入札代表者届出書兼持分内訳書（複数人が共同で入札する場合） 

(8) 買受適格証明書（農地の場合） 

(9) 収入印紙（200円）（入札者が営利法人又は個人営業者の場合） 

 

※買受適格証明書の発行については令和７年８月上旬頃までに、八代市農業委員会

に申請が必要になります。詳細は、八代市農業委員会へお問い合わせください。

問い合わせ先 

 八代市役所 農業委員会事務局 TEL0965-33-6342 （八代市役所本庁舎4階） 

 

4 公売保証金の納付 

(1) 公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後で

なければ入札できませんので、入札を行う前に公売保証金を納付してくださ

い。 

(2) 公売保証金は入札を希望する売却区分番号ごとに納付してください。 
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(3) 公売保証金は、現金持参又は銀行振込で納付してください。 

ア 現金持参で納付する方法 

① 八代市財務部納税課に入札を希望する売却区分番号をお申し出ください。

納付書を発行します。 

② 八代市役所本庁舎内の肥後銀行八代市役所支店または会計課（9番窓口）

にて公売保証金を納付し、納入通知書兼領収書を受け取ってください。 

 

イ 事前に銀行振込で納付する方法 

① 銀行振込の場合は、次の公売保証金振込先に売却区分番号ごとに公売保証
金を振り込んでください。 

 

公売保証金振込先  肥後銀行 八代支店 普通預金 ００７００６３ 

口座名義人  ヤツシロシカイケイカンリシヤ 

 

振込依頼者     件名(公売保証金)     不動産公売番号      氏名 

コウバイ      ●         ●●●● 

 

（注 1）振込金額が定められた公売保証金の金額と相違している場合は、公売保証金

の納付がなかったことになります。 

（注 2）公売保証金は、入札書提出までに、公売保証金振込先口座に入金済とされて

いなければなりません。入札終了期限までに、公売保証金振込先口座への入

金が確認できない場合は、入札ができませんので、なるべく「電信」又は

「至急扱い」としてください。 

（注 3）振込手数料は、入札者の負担となります。 

② 公売保証金の振込みを確認後、納入通知書兼領収書を郵送します。 

 

5 陳述書の記載及び提出 

(1) 公売不動産の入札をしようとする者（その者が法人である場合には、その代

表者）は、以下のいずれにも該当しない旨の陳述をする必要がありますの

で、入札書と併せて陳述書を提出してください。 

ア 入札をしようとする者（その者が法人である場合には、その役員）が暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第

77号）第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。）又は暴力団員でなく

なった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」といいます。）で

あること。 

イ 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者（公売不

動産を取得することによる経済的利益が実質的に帰属する者のことをいい

0182 253 
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ます。その者が法人である場合には、その役員）が暴力団員等であるこ

と。  

(2) 陳述書の提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりま

す。 

(3) 法人にあっては、別紙「入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事

項」及び「法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書

等）」を併せて提出してください。 

(4) 自己の計算において入札をさせようとする者がいる場合には、別紙「自己の

計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出してく

ださい。 

(5) 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、別紙

「自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事

項」及び「法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書

等）」を併せて提出してください。 

(6) 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第3条第1項の免許を受けて事業

を行っている者又は債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第

126号）第3条の許可を受けて事業を行っている者は、指定許認可等を受けて

いることを証する書類の写しを添付してください。指定許認可等を受けてい

ることを証する書類とは、宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業

を行っている者は都道府県又は国土交通省（各整備局）が発行する免許証

等、債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行って

いる者は法務省が発行する許可証等を指します。 

(7) 数人が共同して入札する場合（以下「共同入札」という。）には入札者（買

受申込者）ごとに陳述書を提出してください。 

(8) 陳述書は、入札を行う財産（売却区分）ごとに提出してください。 

 

6 入札 

(1) 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記・登録制度のあるもの

については、関係公簿等を閲覧するなどした上で、入札してください。な

お、公売財産が土地の場合、その境界については隣接地所有者と協議してく

ださい。 

(2) 登記簿と現況が異なる場合は、現況を優先します。 

(3) 公売財産は「売却区分番号」で整理されていますので，入札書は「売却区分

番号」ごとに作成してください。 

(4) 入札書には、個人にあっては住民登録上の住所・氏名を、法人にあっては、

商業登記上の所在地・商号を記載してください。架空の名義または他人の名

義を使用すると、公売の参加について制限を受けることになります。 

(5) 代理人による入札はできません。 
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(6) 入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用して

ください。 

(7) 入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。 

(8) 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更又は取消しす

ることはできません。 

(9) 同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出す

るとその入札書はいずれも無効となります。 

(10) 公売財産が混在財産である場合には、消費税及び地方消費税額を含む金額を

記載してください。 

(11) 共同して入札する場合は、専用の「共同入札書」をご使用ください。 

(12) 共同入札をする方は、その中から代表者を指名して、「共同入札代表者届出

書兼持分内訳書」等の書面に、代表者名、入札者各人の持分、売却区分番号

を記載のうえ連署・押印して、公売保証金提供（納付）の際に提出してくだ

さい。なお、共同入札をする場合には、次のことに注意してください。 

ア 共同入札する場合は、共同入札者の中から１名の代表者を決める必要があ

ります。実際の公売参加申込手続及び入札手続をすることができるのは、

当該代表者のみです。 

イ 「共同入札代表者届出書兼持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の

住民登録や商業登記簿の内容と異なる場合は、共同入札者が買受人となっ

ても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。 

 

7 入札書等の提出方法 

(1) 下記書類を提出または郵送してください。郵送の場合は、郵送用封筒をご使

用ください。9月18日消印有効です。ただし、開札時間に納税課に届いてい

ない場合は無効となります。 

□入札書を封入した入札書提出用封筒 

※入札書だけを入れ、封をした後に割印を押してください。入札書以外の書類を封入し

た場合は、入札を無効とします。 

□陳述書とその添付書類 

□公売保証金提出書兼払渡請求書 

※現金持参の場合は納入通知書兼領収書を納税課に提出してください。銀行振込の場合

は、振込金受取書や振込情報を確認できる画面を印刷したものなど、振込を証明できる

ものの写しを貼付してください。 

□共同入札代表者届出書兼持分内訳書（複数人が共同で入札する場合） 

□買受適格証明書（入札する公売財産が『農地』の場合） 

入札書の送付先（提出先）  〒866-8601 熊本県八代市松江城町 1-25  

八代市役所 財務部納税課 公売担当 



6 

 

（注）複数の売却区分について入札する場合は、売却区分ごとに書類の作成、提出が必

要となります。 

(2) 関係書類の提出を確認した後に、持参の場合は、入札書提出用封筒受領証を

交付します。郵送の場合は、入札書提出用封筒受領証を郵送します。 

 

8 開札方法 

開札期日及び開札場所は、不動産公売広報のとおりです。 

開札の方法は、開札の場所において入札者の面前で行います。ただし、入札者が

開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札しま

す。 

 

9 最高価申込者の決定 

最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の

売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上

で、かつ、最高の価額である者に対して行います。 

 

10 次順位買受申込者の決定 

(1) 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買

受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。 

ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額

以上でなければなりません。 

(2) 次順位買受申込者が２名以上いるときは、くじで決定します。次順位買受申

込者の決定は、入札書の入札価額欄に記載された金額により行います。 

 

11 再度入札 

開札の結果、最高価申込者がいない場合は、後日、再度入札を行うことがありま

す。 

 

12 追加入札 

開札の結果、最高価申込者となるべき者が2名以上いる場合は、その入札者の間で

追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定

します。 

(1) 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。 

(2) 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の

入札価額に満たない場合は、その後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札

させないことがあります。 
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13 最高価申込者への通知 

最高価申込者に対しては、最高価申込者の決定後、速やかに「不動産等の最高価

申込者の決定等通知書」を郵送します。 

 

14 公売保証金の返還 

(1) 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、「公売保証金

提出書兼払渡請求書」に記載された金融機関の口座に振り込みます。ただ

し、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に

同様の方法で指定された金融機関の口座に振り込みます。公売保証金の返還

には、開札終了後2週間前後の時間を要します。 

(2) 公売保証金の返還を受ける者が、個人の不動産業者等の場合又は営利法人の

場合は、200円の収入印紙が必要です。 

 

15 調査の嘱託 

最高価申込者及び次順位買受申込者（その者が法人である場合には、その役員）

が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を関係機関に嘱託します。た

だし、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付した場合

は調査の嘱託の対象にはなりません。 

 

16 売却決定 

(1) 売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。

なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号

に掲げる日に行います。ただし、売却決定の日時までに、最高価申込者及び

次順位買受申込者が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにな

らない場合は、買受代金の納付期限が変更となります。 

(2) 次順位買受申込者は、最高価申込者が国税徴収法第108条第2項に規定する処

分を受けた場合、買受代金の納付期限までに買受代金を納付しないため売却

決定を取り消された場合及び買受け申込み等の取消しがあった場合に、最高

価申込者に代わって売却決定を受けます。 

 

17 買受代金の納付 

買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金

の全額（公売保証金を買受代金の一部に充てた場合はその差額）を、現金で納付し

てください。 

なお、買受代金を八代市役所財務部納税課が指定した金融機関の口座に振り込むこ

ともできます。おって、これらの納付方法については、いずれの方法によるかを事前

に申し出てください。 
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18 権利移転の時期 

買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取得します。 

ただし、次に掲げる財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移

転の効果は生じません。 

(1) 農地等については、都道府県知事等の許可 

(2) その他法令の規定により許可又は登録を要するものについては、関係機関の

認可又は登録 

 

19 権利移転に伴う費用 

公売財産の権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税、住民票及び固定資

産評価証明書の取得手数料・登記完了証郵送用切手等）は、買受人の負担となりま

す。 

 

20 権利移転手続 

(1) 買受人は、買受代金納付後から2週間以内に必要書類を添えて、「所有権移転

登記請求書」を提出してください。提出後に八代市が法務局に権利移転の登

記を嘱託します。 

(2) 公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する、権利移転の

許可書又は届出受理書が必要です。 

(3) 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書及び共同入札者全員が署名・

押印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入

札前に提出した「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」と同じものを記載

してください。 

(4) 所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、

八代市で一旦「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。 

(5) 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、入札書の記載事項が住民登録や

商業登記簿の内容と異なる場合は、買受人になっても所有権移転等の権利移

転登記・登録を行うことができませんので注意してください。 

(6) 所有権移転の登記が完了するまで、買受代金納付後1ヵ月程度の期間を要する

ことがあります。 

 

21 危険負担の移転時期 

公売財産に係る買受代金の全額を納付したときです。 

よって、買受代金の納付後は、財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担

は、買受人が負うことになります。 

 

22 財産の引渡し方法 

八代市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。 
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公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引

渡しなどは、全て買受人自身で行ってください。 

また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行うものとし、八代市

は一切関与しません。 

居住者又は土地の占有者が買受人からの引渡し請求に応じない場合は、不動産の

引き渡しを求める民事訴訟を起訴し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けること

となります。 

 

23 最高価申込者の決定等又は売却決定の取消し 

(1) 次に該当する場合は、最高価申込者又は次順位申込者の決定を取り消しま

す。 

ア 買受代金の納付前に、滞納市税の完納の事実が証明されたとき 

イ 国税徴収法第108条第2項又は第5項の規定が適用されたとき 

 

(2) 次に該当する場合は、売却決定を取り消します。 

ア 売却決定後、買受代金の納付前に、滞納市税の完納の事実が証明されたとき 

イ 買受人が買受代金を納付期限までに納付しないとき 

ウ 国税徴収法第108条第2項又は第5項の規定が適用されたとき 

 

24 買受申込者等の取消し 

買受代金の納付期限前に滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者

及び次順位買受申込者並びに買受人は、その停止されている間は、入札又は買受を

取消すことができます。 

 

25 公売保証金の帰属等 

買受人が買受代金を、その納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取

消しされた場合は、その者の納付した公売保証金は、公売に係る市税に充て、な

お、残余がある場合には、これを滞納者に交付します。 

また、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者の納付した公売保証

金は、八代市に帰属します。 

 

26 瑕疵担保責任について 

八代市は、瑕疵担保責任を負いません。 

 

27 消費税及び地方消費税相当額 

売却区分番号1から3までの土地付建物は、消費税法上の混在財産に該当します。 

売却区分番号4から6までの土地は、消費税法上の非課税財産に該当します。 

公売財産が非課税財産(土地等、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産)及び
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課税財産と非課税財産とが混在する財産(土地と建物の一括公売等)の場合は「入札

価額」欄に記載された金額をもって、売却決定します。 

 

28 不動産の取得後に課税される税金 

(1) 不動産取得税［県税］（取得時） 

土地や家屋を購入したときや、家屋を建築するなどして不動産を取得したと

きにかかる税金です。 

（問合せ）熊本県南広域本部 課税課 0965-33-3180 

(2) 固定資産税［市町村税］（毎年） 

毎年１月１日（賦課期日）現在の土地、家屋及び償却資産（これらを「固定

資産」といいます。）の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定さ

れる税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。  

（問合せ）八代市役所 財務部 資産税課 0965-33-4108 

 

29 公売に係る各種様式について 

入札書、陳述書については、八代市のホームページにも掲載しております。 

その他に必要な様式や不明な点がありましたら、八代市財務部納税課までお問い

合わせください。 

   （問合せ）八代市役所 財務部 納税課 0965-33-4109 
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「参考条文」［国税徴収法抜粋］ 

※第９２条（買受人の制限）  

滞納者は、換価の目的となった自己の財産（第２４条第３項（譲渡担保財産に対

する執行）の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。）を、直接であると間接で

あるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に

所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となった財産につ

いて、また同様とする。  

 

※第１００条（公売保証金）  

公売財産の入札又は競り売りに係る買受けの申込み（以下「入札等」という。）

をしようとする者（以下「入札者等」という。）は、税務署長が公売財産の見積価

額の１００分の１０以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれか

の方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額

が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるとき

は、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。  

一 現金（国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るも 

の及びその支払保証のあるものを含む。次号、第４項及び第１１５条第３項（買

受代金の納付の期限等）において同じ。）で納付する方法  

二 入札者等と保証銀行等（銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下こ

の号及び第４項において同じ。）との間において、当該入札者等に係る公売保証

金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約

（財務省令で定める要件を満たすものに限る。）が締結されたことを証する書面

を税務署長に提出する方法  

２ 入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提

供した後でなければ、入札等をすることができない。  

３ 公売財産の買受人は、第１項第１号に掲げる方法により提供した公売保証金が

ある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第１

１５条第４項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をそ

の公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなけれ

ばならない。  

４ 税務署長は、第１項第２号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等

に 対して第１１５条第４項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に

係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この

場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第１項

第１号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定

を適用する。  

５ 前項の規定は、税務署長が、第１０８条第２項（公売実施の適正化のための措
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置）の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中

「第１１５条第４項」とあるのは「第１０８条第２項（公売実施の適正化のため

の措置）」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第３項」と読み替えるものと

する。  

６ 税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売

保証金をその提供した者に返還しなければならない。  

一 第１０４条から第１０５条まで（最高価申込者等の決定）の規定により最高価 

申込者及び次順位買受申込者（以下この項、第１０６条第１項及び第２項（入札

又は競り売りの終了の告知等）、第１０８条第１項及び第２項並びに第１１４条

（買受申込み等の取消し）において「最高価申込者等」という。）を定めた場合

において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。  

二 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申 

込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金

があるとき。  

三 第１１４条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受け 

を取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。  

四 第１１５条第３項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合にお 

いて、最高価申込者が提供した公売保証金で第３項本文の規定により買受代金に

充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。  

五 第１１７条（国税の完納による売却決定の取消し）の規定により売却決定が取

り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。  

 

※第１０８条（公売実施の適正化のための措置） 

税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、そ

の事実があつた後２年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から

退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後２年を経過し

ない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人

とする者についても、また同様とする。 

一 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決

定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者 

二 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者 

三 偽りの名義で買受申込みをした者 

四 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買 受

人 

五 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者 

六 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為を

した者 
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２ 前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定につい

ては、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すこと

ができるものとする。 

３ 前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるとき

は、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第１００条第６項

（公売保証金の返還）の規定は、適用しない。 

４ 税務署長は、第１項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の

身分に関する証明を求めることができる。 

 

※第１１３条（不動産等の売却決定） 

税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して７日を経過

した日（以下「売却決定期日」という。）において最高価申込者に対して売却決定を

行う。 

２ 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号の一に該当する処分又は

行為があつたときは、税務署長は、当該各号に掲げる日において次順位買受申込者

に対して売却決定を行う。 

一 税務署長が第１０８条第２項（最高価申込者等の決定の取消し）の規定により最

高価申込者に係る決定の取消しをしたとき。当該最高価申込者に係る売却決定期日 

二 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをしたとき。当該入札に係る売却

決定期日 

三 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをしたとき。当該

取消しをした日 

四 税務署長が第１１５条第４項（売却決定の取消し）の規定により最高価申込者で

ある買受人に係る売却決定の取消しをしたとき。当該取消しをした日 

 

※第１１５条（買受代金の納付の期限等） 

換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日（買受人が次順位買受申込者で

ある場合にあっては、同日から起算して７日を経過した日）とする。 

２ 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

ただし、その期間は、３０日を超えることができない。 

３ 買受人は、買受代金を第１項の期限までに現金で納付しなければならない。 

４ 税務署長は、買受人が買受代金を第１項の期限までに納付しないときは、その売

却決定を取り消すことができる。 

 


